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様式第 1号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 令和 4年度第 1回所沢市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 令和 4年 7月 27日（水）午後 1時 30分～2時 35分 

開 催 場 所 所沢市役所 低層棟３階 全員協議会室 

出席者の氏名 （別紙委員出欠席表のとおり） 

欠席者の氏名 （別紙委員出欠席表のとおり） 

説明者の職・氏名  

報 告 事 項  

議 題 １．令和３年度所沢市国民健康保険特別会計決算の概要について・公開 

２．その他・公開 

会 議 資 料 資料 1 令和３年度 所沢市国民健康保険特別会計決算(案) 

資料 2 国民健康保険特別会計収支状況 

資料 3 国民健康保険 被保険者数（年間平均）・保険給付費・国民健康保 

険税の推移 

資料 4 令和３年度 所沢市国民健康保険特別会計剰余金の扱いについて 

担当部課名等 健 康 推 進 部 長 瀬能 幸則   健 康 推 進 部 次 長 市川 勝也 

収 税 担 当 参 事 大野 義彦 

国民健康保険課長 新井 浩嚴  国民健康保険課主幹  石川 純也 

収 税 課 主 幹 斎藤 伸壽  収 税 課 主 幹 青木健太郎 

国民健康保険課主査  水口 文枝  国民健康保険課主査 敦賀 直幸 

国民健康保険課主査 高橋 大輔   国民健康保険課主査  粉川 亮介 

国民健康保険課主事  三上 采音 

 

 

 

 

健康推進部国民健康保険課 電話 2998-9131 
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発   言   者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

司 会 開会 

〈各委員の紹介〉 

会       長 開会の挨拶 

司 会 「所沢市国民健康保険に関する規則」第 4 条第 3 項に基づき会議が

成立している旨報告（委員 21 名中 17 名出席）。 

 

続きまして、お手元の資料のご確認をお願いします。 

事前に送付しました資料の他に、全部で 3 枚の用紙と、冊子が 4 部

ございます。 

1 点目、本日の席次表が 1 枚 

2 点目、運営協議会委員名簿が 1 枚 

3 点目、国民健康保険法施行令（抜粋）が 1 枚 

4 点目、国民健康保険の概要が 1 部 

5 点目、埼玉の国保 4 月号と 6 月号がそれぞれ 1 部の計 2 部 

6 点目、「国民健康保険必携」2022 年度版が 1 部 

よろしいでしょうか。 

また、事前送付いたしました資料をお持ちいただいていない方は、

同じものを机の上にご用意しておりますのでご利用ください。 

 

さて、現在、暫定的な対応といたしまして、昨年末の任期満了後も、

公益代表の本橋委員に引き続き会長職をお務めいただいております。 

本来であれば、前回の協議会におきまして会長及び会長職務代理を選

出する予定でしたが、書面開催となったため、選出ができませんでした。 

そのため、次第に従いまして、ここで会長及び会長職務代理の選出を

していただきたいと思います。 

 

新たに会長が選出されるまでの間につきましては、健康推進部長に

仮の議長をお願いしたいと存じますが、委員の皆様よろしいでしょう

か。  

委 員 異議なし。 
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健 康 推 進 部 長 それでは、しばらくの間、仮議長を務めさせていただきます。 

皆様におかれましては、令和４年１月１日付けで新たに委員に就任

していただきました。新任の方も、継続して委員を務めていただく方

もおりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

また、任期につきましては、３年間となっており、令和４年１月１

日から令和６年１２月３１日までとなります。ご了解願います。 

では、事務局より、「会議の公開･非公開」「会議録の記載方法」「会

議録の確定」の 3 点について説明をお願いします。 

司 会 

 

 

 

 

 

 

 

「所沢市の会議の公開に関する指針」に基づきまして、「会議の公

開･非公開」「会議録の記載方法」「会議録の確定」の 3 点について委

員の皆様にご説明いたします。 

本運営協議会については、所沢市情報公開条例第 25 条の規定によ

り、原則として「公開すべきもの」としており、本日の議題につきま

しては、全て「公開」としております。 

次に会議録の記載方法につきましては、会議録は要約方式とし、発

言者につきましては、「委員」とだけ記載したいと考えております。 

また、会議録の確定につきましては、本日これから選出いたします

会長にご承認をいただき、確定する方法を考えております。 

健 康 推 進 部 長 ただいま事務局より会議の公開等について説明がありましたが、い

かがでしょうか。 

説明のとおりでよろしいでしょうか。 

委 員 異議なし。 

健 康 推 進 部 長 「会議の公開･非公開」「会議録の記載方法」「会議録の確定」につ

いて決定しました。 

では、次第に従いまして、会長及び会長職務代理の選出に進ませて

いただきます。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局 それではご説明いたします。本日お配りいたしました資料のうち、

国民健康保険法施行令（抜粋）をご覧ください。 

国民健康保険法施行令第 5 条第 1 項に｢協議会に、会長一人を置き、

公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。｣とあり

ます。 

また、同条第 2 項に、｢会長に事故があるときは、前項の規定に準

じて選挙された委員が、その職務を代行する。｣とありますので、会

長に万が一、事故があったときの職務を代行する方の選出もあわせて

お願いいたします。 

健 康 推 進 部 長 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、会長及び職務代理につ

きましては、公益代表から選出することとなります。 
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健 康 推 進 部 長 なお、本日欠席の委員さんからは、選出は皆様の決定に従います、

とのご連絡をいただいております。 

それでは、会長の選出方法について、公益代表の方からの立候補、

もしくはこの方を推薦したいなど、委員さんから何かご意見はありま

すか。 

委 員 推薦をしたいのですが、会長は引き続き本橋委員にお願いしたいと

思います。 

職務を代行する方の選出については、会長にお任せでよいのではな

いでしょうか。 

健 康 推 進 部 長 ただいま、会長は本橋委員にお願いしたいというご意見がありまし

た。他にご推薦などはありますか。 

〔推薦等なし〕 

では、会長は本橋委員でよろしいかお諮りします。 

〔委員：異議なし〕 

本橋委員、了解していただけますか。 

≪本橋委員 了解する≫ 

それでは、委員の皆様方のご承認と、ご本人様のご了解をいただき

ましたので、会長は本橋委員に決定とさせていただきます。 

続きまして、会長職務代理の選出に移らせていただきますが、これ

以降の進行につきましては会長にお願いすることといたしまして、私

は仮議長の職を解かせていただきます。皆様、ご協力ありがとうござ

いました。 

それでは、本橋会長お願いいたします。 

司 会 ありがとうございました。 

会長の本橋委員さん、前のお席へお願いいたします。 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご承認をいただきまして、会長を務めさせていただ

くことになりました。 

新任の方も、継続して委員を務めていただいている方も、改めまし

てどうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、それではこれより議長を務めさせていただきます。 

まず、会長職務代理の方を選出したいと思います。 

先ほど、事務局から説明がありましたとおり、公益を代表する委員

のうちから、委員の皆様の選挙によって選出するものとなっておりま

すが、会長に一任とのご意見もございました。 

委員の皆様にお諮りします。私にお任せいただいてよろしいでしょ

うか。 

〔委員：異議なし〕 

それでは、複雑な仕組みを持つ保険制度ですので、運営協議会委員

として長年に渡る経験がある赤坂委員に、ぜひお願いしたいと思いま
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会 長 す。赤坂委員、了解していただけますか。 

≪赤坂委員 了解する≫ 

では、会長職務代理におきましては、赤坂委員に決定とさせていた

だきます。 

これにて、会長は本橋、会長職務代理は赤坂委員に決定となりまし

たので、「会長及び会長職務代理の選出」は終了となります。 

皆様、ご協力ありがとうございました。 

司 会 ありがとうございました。 

会長職務代理の赤坂委員さん、前のお席へお願いいたします。 

 

それでは、ここで会長並びに会長職務代理よりごあいさつをお願い

いたします。 

 

≪会長・職務代理あいさつ≫ 

 

ありがとうございました。 

本日の会議内容につきましては、「所沢市の会議の公開に関する指

針」に基づきまして、全ての議題を公開としておりますので、ご了承

いただきたいと存じます。 

また、傍聴者へ配付する資料につきましては、①傍聴人配布用の表

紙「傍聴人の皆様へ」②本日の会議次第の計２枚となります。議事の

進行につきましては、規則第 4 条第 1 項により会長が議長となります

ので、お願いしたいと存じます。 

本橋会長、よろしくお願いいたします。 

議 長 それでは、引き続き議長を務めさせていただきます。皆様のご協力

をお願い申し上げます。 

議事に入らせていただく前に、傍聴人の方がおられるかどうか確認

をお願いします。 

 〔傍聴人なし〕 

傍聴者はおりませんので、このまま進めさせていただきます。 

議題 1．「令和３年度所沢市国民健康保険特別会計決算の概要につい

て」でございます。 

事務局より説明をお願いします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議題 1．令和３年度所沢市国民健康保険特別会計決算の概要について

ご説明いたします。資料 1 をご参照ください。令和３年度の予算額と

決算額について、歳入と歳出の項目ごとに比較したものでございます。

歳入から歳出を差し引いた額は、約 5 億 4,000 万円のプラスとなって

おります。 

 歳入の項目のうち、主なものをご説明いたしますと、まず、（a）の

国民健康保険税でございますが、決算額は予算額と比較しますと約 1

億 9,000 万円の増となっております。 

 現年度分の収納率が 93.78％で、前年度と比較して 0.22 ポイントの

増となりました。これは、口座振替推進等の納税環境の整備や現年未

納分の早期着手による徴収強化等により、収納率の向上を図ることが

できたためになります。また、滞納繰越分についても、滞納整理の強

化等を行い、当初の見込みを大きく上回ることができました。 

この結果、国民健康保険税収につきましては、予算を上回る結果と

なったものでございます。 

 次に（c）の県支出金でございますが、予算額と比較いたしますと 約

3 億 2,000 万円少なくなっております。これにつきましては、普通交付

金が約 4 億 5,000 万円のマイナス、特別交付金が約 1 億 3,000 万円の

プラスとなっており、これらの差し引きとなっております。 

また、歳出の（イ）保険給付費との関連がございますので、併せて

ご説明させていただきます。 

歳出の（イ）保険給付費につきましては、予算額よりも約 5 億 2,000

万円少なくなっております。国保広域化後は、この保険給付費につい

ては基本的に県支出金の中の普通交付金で賄われることとなりますの

で、歳入の（c）県支出金につきましてもほぼ同額の減少となるところ

でございます。しかしながら、保険給付費に対する普通交付金につき

ましては、年度内に確定額が出ないことから、余裕を持って交付され

るものになっており、保険給付費より減少額が約 7,000 万円少なくな

っているということは、普通交付金を約 7,000 万円多くもらっている

ということになります。この多くもらっている分に関しましては、令

和４年度中に県へ還付することになっております。 

また、保険者努力支援分として、特別交付金が県支出金として交付

されますが、予算額よりも約 1 億 3,000 万円多く獲得することができ

ました。 

以上の理由により普通交付金と特別交付金の差し引きで、県支出金

が約 3 億 2,000 万円少なくなったものでございます。 

 ここで保険給付費について補足いたしますと、令和２年度に関して

は、コロナウイルス感染症の拡大による受診控えの影響で大きく減少

しておりましたが、令和３年度につきましては、その反動からか総額
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で約 9 億 7,000 万円増えております。また、コロナウイルス感染症の

拡大防止施策の一つといたしまして令和２年度より傷病手当金を支給

しておりますが、令和３年度は 25 名の方に対して 1,901,891 円を支給

いたしました。この傷病手当金につきましては、令和４年度におきま

しても国の財政支援が延長されておりますことから、継続して申請の

受付を行っております。 

 続きまして、歳出の（オ）保健事業費でございますが、予算額に対

して、決算額では約 5,300 万円の減となっております。これは、新型

コロナウイルス感染症の影響があり、特定健診受診率や特定保健指導

利用率等が当初の予測ほど伸びなかったことが主な理由でございま

す。 

 最後に、ご説明いたしました決算の状況から、歳入の（f）その他繰

入金、いわゆる赤字繰入金につきまして、予算で繰入れをお願いして

おりました 622 万 1,000 円を繰り入れなくても財政運営が可能と判断

し、0 円としたものでございます。 

  

続きまして資料 2 をご覧ください。こちらは、本市の国民健康保険

特別会計の収支状況の５年間の推移をお示ししたものでございます。

令和３年度の欄をご覧ください。①歳入から②歳出を差し引いた③形

式収支でございますが、先ほどもご説明いたしましたとおり、約 5 億

4,000 万円となっております。 

 次に、④前年度繰越金ですが、前年度の剰余金を次年度に繰り越し

たもので、令和２年度の③形式収支額と同額となっております。この

令和２年度からの繰越金につきましては、一旦基金に積み立てをして

おります。⑥基金積立金をご覧ください。金額が異なっておりますが、

令和３年度中の運用益を併せて積み立てをしているためで、差額につ

いては利子相当分となっております。 

そして、④前年度繰越金を一旦基金に積み立てた後に、国民健康保

険特別会計に繰り入れたものが⑤基金繰入金でございます。資料 1 の

説明の中で、普通交付金が多めに交付されている分を返還しなければ

ならないということを申し上げましたが、この返還金の財源としたう

えで、残ったものを一般会計からの運営費繰入金と相殺する形をとっ

ております。こちらで相殺分を多く取ることができましたので、運営

費繰入金については予算上でも大きく減らすことができ、また見込み

よりも多く税収を確保することができましたので、⑦法定外繰入金に

ついては、資料 1 でご説明したように、令和３年度は 0 円となってお

ります。 

次に⑧一般会計操出金ですが、令和元年度以降は 0 円となっており

ます。平成 30 年度までは、かなりの額を一般会計に繰り出しておりま
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したが、これは一般会計からそれ以上の額を繰り入れ、形式収支とし

て生じた剰余金を次の年度に繰り越した後に一般会計に戻していたこ

とによります。 

次に⑨実質単年度収支です。形式収支で約 5 億 4,000 万円のプラス

となった令和３年度の国保特会ですが、前年度からの繰越金約 6 億

3,000 万円を入れた上でのプラスですので、単年度の収支としては約

8,400 万円のマイナスとなっております。また、運営費繰入金は 0 円だ

ったことから、⑩実質的な収支についても同額の約 8,400 万円マイナ

スとなっております。 

 

 続きまして、資料 3 をご覧ください。資料 3 は、直近 5 年間の被保

険者数、保険給付費、国民健康保険税収の推移を示したものでござい

ます。被保険者数につきましては、この 5 年間で 11,271 人減少してお

ります。国保の被保険者の数は近年減少傾向にありますが、65 歳から

74 歳の前期高齢者と、64 歳以下の被保険者に分けてそれぞれの傾向を

見ていきますと、64 歳以下の被保険者についてはこの 5 年間で 7,907

人の減少となっております。平成 28 年から始まった国の社会保険加入

者拡大施策により、現役世代が国民健康保険から社会保険に移行して

いった結果、国保の被保険者数は年々減少傾向にありました。令和２

年度、３年度については新型コロナウイルス感染症拡大の影響による

社会情勢の悪化のため多少減少幅が鈍化しましたが、今後も社保の適

用条件の拡大は続くことから、コロナの流行が落ち着くにつれて、再

度減少幅が大きくなっていくものとみております。 

次に、65 歳から 74 歳の前期高齢者については、この 5 年間で 3,364

人の減少になっております。令和２年度と３年度を見ると、先ほどの

前期高齢者以外と同様に減少幅が少なくなっていますが、前期高齢者

の場合は75歳になって後期高齢者医療制度へ移行するのが主な減少理

由になっており、令和２年度と３年度は、終戦前後の出生数が極端に

減っていた世代の方が 75 歳になる時期にあたっていたため、少なくな

ったものになります。しかしながら、令和４年度からは団塊世代の後

期高齢者医療への移行が始まることから、被保険者は大きく減少して

いくものと思われます。 

以上のような理由から、前期高齢者、前期高齢者以外共に今後も減

少傾向が続くものと考えられます。 

続きまして、保険給付費についてですが、これまでの傾向では総額

としては減少傾向である一方で、一人当たりの医療費は被保険者の高

齢化・医療の高度化などにより、年々増加しておりました。ところが

令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による

医療機関の受診控えの影響で保険給付費の総額は前年度よりも大きく



様式第 2号 

- 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減少し、また、増加する一方であった一人当たりの医療費についても

減少しておりました。ところが令和３年度は、その反動からか、前年

度と比べて総額で約 9 億 7,000 万円も増加しております。 

ここ２年間は新型コロナウイルス感染症の影響によりこれまでの傾

向とは異なる動きとなっておりますが、これは例外的な状況であると

考えられ、全体的な傾向としては今後も、医療費総額は被保険者数の

減少に伴う緩やかな減少傾向、一人当り医療費は増加傾向となるもの

とみております。 

続きまして国民健康保険税ですが、被保険者の減少に伴い、ここ数

年は国民健康保険税収も減少傾向にございます。また、社保の適用拡

大では、現役世代の比較的所得の高い方が国保を抜けることになりま

すので、その影響もあるかと思います。税収につきましては、収納率

の向上により、その減少幅を抑えるよう努力しているところでござい

ます。 

 

 続きまして、資料 4 をご参照ください。令和３年度所沢市国民健康

保険特別会計剰余金の扱いについてご説明いたします。 

 令和３年度におきましては、予算で約 1 億円の法定外繰入を見込ん

でおりましたが、収納状況等を見た結果、繰り入れがなくても財政運

営が可能と判断いたしました。その結果、歳入から歳出を差し引いた

剰余金として約 5 億 4,000 万円が発生したものでございます。 

 この剰余金につきましては、今年度の繰越金として計上し、昨年度

と同様に国保財政調整基金に積み立て、保険給付費等交付金の返還金

に充当したいと考えております。今年度についても、資料 1 でご説明

いたしましたとおり、前年度の返還金が見込まれます。前年度精算に

よる返還金の額は、約 7,000 万円と見込んでおりますが、第三者行為

に基づく納付金などで返還金の追加が生じることが予想され、例年約 1

億円前後となっております。返還額はこれから確定するものですので、

はっきりした金額は申し上げられませんが、基金に積み立てる額で賄

えるものとみており、一般会計からの法定外繰入を追加でお願いする

ことはないものと考えております。 

 なお、返還金に伴う補正につきましては、令和５年３月定例会を予

定しております。 

 資料 4．剰余金の取扱いにつきましての説明は以上でございます。 

また、議題 1．令和３年度所沢市国民健康保険特別会計決算の概要の

説明につきましても以上でございます。 

議 長 事務局より決算の内容についての説明がございました。このことに

ついて、委員の皆さまから質疑またはご意見はありますでしょうか。 
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委 員 

 

実績については理解しました。この先の見通しはどのようにお考え

でしょうか。 

事 務 局 令和４年度の当初予算で約 8 億 5,000 万円の運営繰入金を計上して

おります。一旦基金に積み立てた金額から保険給付費等交付金の返還

金を引いた後に、一般会計からの運営費繰入金と相殺することを考え

ておりますが、金額が大きいことから、今後も厳しい状況になるもの

と考えております。 

委 員 具体的な数字としては、どのように見込んでいますか。 

事 務 局 返還金の額が確定していないことと、あくまで予算上の数字であり、

今後の税収の状況などにより繰入額も異なってくると思われますの

で、現時点では具体的な数字を算出することはできません。 

委 員 前年の協議会で、賦課方式の変更についての話がありましたが、今

回の任期中にそれについて検討していくのでしょうか。 

事 務 局 県の運営方針では賦課方式を２方式に統一することになっておりま

す。所沢市は現在４方式ですが、今後、各自治体が県の運営方針に従

って２方式に変更していく流れになっていくと思われますので、所沢

市でも検討していかなければならないと考えておりますが、今年度中

に運営協議会に諮るかについては、今後考えていきたいと思います。 

委 員 今年度中に検討しなかった場合、残りの任期内で議論していくとい

う理解でよいですか。 

事 務 局 

 

県の運営方針で、令和９年度までに賦課方式を統一するという目標

が示されております。それまでに変更するとしますと、早い段階で検

討しなければなりませんので、現委員の皆様方には任期中にご検討い

ただくことになると考えております。 

議 長 他にいかがでしょうか。 

委 員  資料 2 について質問です。①歳入の中には、すでに繰越金が繰入れ

済みになっていると思われます。資料 1 では、全体の歳入の中に（g）

繰越金が含まれていますが、資料 2 では全体の歳入とは別に、改めて

④繰越金の記載があります。これは、実質的な収支を計算するためと、

その下の⑤基金繰入金と⑥基金積立金の額を示すためのものですか。 



様式第 2号 

- 11 - 

 

事 務 局 ご指摘のとおり、資料 2 の中で④繰越金、⑤基金繰入金及び⑥基金

積立金については、①歳入、②歳出に含まれている数字となっており

ます。分けて考えておりますのは、前年度からの繰越金や基金を別に

しなければ、単年度の収支がどうであったかが分かりづらくなってし

まうためです。 

委 員 もう 1 点、資料 1 に関して質問します。（a）予算現額という概念に

ついてですが、当初予算とは数字が違っていることがあると思います。

これは、当初予算と議会で審議された補正予算との合計値という理解

でよいのでしょうか。 

事 務 局 ご指摘のとおり、予算現額については当初予算に補正予算を加えた

ものということになります。 

議 長  他にいかがでしょうか。 

  〔意見なし〕 

 では、ここでご説明いただいた令和３年度決算につきましては、本

協議会においてはご了承いただいた、ということでよろしいでしょう

か。 

〔委員同意〕 

 それでは、皆さんのご承認を得たということで、終了とさせていた

だきます。 

 続きまして、議題 2．令和４年度の国民健康保険運営協議会の予定

について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度の会議の予定につきましては、今回を含めて全５回を予定し

ております。昨年度に法定限度額の引き上げがありましたので、これ

について所沢市国民健康保険条例の改正のためのご審議をいただく予

定です。つきましては、第２回の協議会を８月２４日（水）に開催し、

諮問をさせていただきます。その後、１０月の第３回でご審議をいた

だき、１１月の第４回において答申をいただきたいと考えております。

審議の進行状況や、そのほかにご審議いただきたい案件がありました

ら、１０月の開催回数を増やしてご対応いただくことを考えておりま

す。また、第５回については来年の２月に開催し、次年度の予算案に

ついてご説明をさせていただく予定でおります。 

議題 2 につきましては以上となります。 

議 長 

 

 

 

 事務局から、今年度の開催予定が示されました。次回は８月２４日

（水）に、賦課限度額の引き上げに関する諮問とのことです。ただい

まの件につきまして、委員の皆様からご意見・ご質問はございますか。 

〔意見・質問なし〕 
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議 長 それでは、次の議題に参ります。議題 3．その他につきまして、事務

局から何かございますか。 

事 務 局  その他については、特にございません。 

議 長 

 

 さて、これにて全ての議事が終了となりましたが、本日の議題以外

の件でも結構ですので、委員の皆様から何かございましたらお願いい

たします。いかがでしょうか。 

 〔意見・質問なし〕 

それでは、以上をもちまして全ての議題は終了となりましたので、

議長の職を解かせていただきます。 

ご協力ありがとうございました。 

司 会 

 

本橋会長におかれましては、議長に任命され、円滑な議事進行をい

ただきまして、誠にありがとうございました。 

 

それでは、以上をもちまして国民健康保険運営協議会を終了とさせ

ていただきます。 

皆様お疲れ様でした。 
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